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残余財産の処分の許可 
残余財産の帰属について定款又は寄附行為に指定していない場合、理事が残余財産の処分を知事に許可を求めた場合の基準（特例社団法人

にあっては、総会の議決を経ていることが前提） 
次の事項をすべて満たすときに許可を与える。 
１ その法人の目的に類似する目的のためになることが明らかであること。 
２ 残余財産の帰属を受ける者が真に事業遂行の意思を持っていること。 
３ 残余財産の帰属を受ける者の資力が十分であること。 
４ 解散した法人と残余財産の帰属を受ける者が特別な利害関係にないこと。 
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ＮＯ
 

 標準経由期間     ―日 
 


